
 四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２５日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第１８号 

   四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付規則の一部

を改正する規則 

 四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付規則（令和６年四

日市市規則第６５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

 （有効期限）  （有効期限） 

２ この規則は、令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。 

２ この規則は、令和７年３月３１日限

り、その効力を失う。 

 

 第１号様式を次のように改める。 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付申請書兼実績報告書 

 

四日市市長 

四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付規則第６条第２項に基づ

き、下記のとおり必要書類を添えて補助金の交付を申請します。 

記 

１．申請者 

申請区分（□ 個人 □法人） 

フリガナ  

氏名／法人名  

現住所 
〒 

 

電話番号 （固定電話）         （携帯電話） 

  ※交付申請書提出時の住民票住所又は事業所の住所を記載してください。 

 

２．申請書類に関する手続き代行者（申請者が手続をする場合には記入不要） 

業者名  住 所  

担当者名  電話番号  

※上記の者からの市に対する提出書類の内容等に関する問い合わせについて、市が応じること

を同意しますか。 

□ 同意します 

 

３．確認事項 

当申請にあたり四日市市燃料電池自動車導入促進事業に対する上乗せ補助金交付規則の

定めに従うことに同意しますか。 

□ 同意します 

 

４．添付書類 

添付書類 チェック欄 

四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付規則に規定する補助金の交

付決定兼確定通知書の写し 
□ 

※その他市長が必要と認める書類 



   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、公布

の日から施行する。 

（環境部環境政策課） 


